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会 議 録

第27回（仮称）大和郡山市自治基本条例策定委員会会議の名称

平成21年11月26日（木）19:00～21:00開 催 日 時

中央公民館（三の丸会館）３階小ホール開 催 場 所

大和郡山市 総務部 企画政策課事 務 局

中川教授、澤井名誉教授

市民公募委員（磯委員、伊藤委員、奥田委員、梶谷委員

金田委員、北野委員、北原委員、小林委員、鯛 委員、委 員

高原委員、中野委員、中村委員、西本委員、沼田委員、出

福嶋委員、藤原委員、横田委員）

市職員委員（中尾委員、山中委員）席

北森企画政策課長、百嶋企画政策課長補佐、澤田者 事務局

委員 名欠 席 者 11

第３次条例案について議 題

議 事 概 要

１．開会挨拶等

事務局から以下の報告がある。

・本日の欠席者について

・本日の配布資料について

２．議題

◎「条文素案」の議論

こんばんは。お手元にございますようにようやく全体が半ば完成し会 長

ました。今日はこれをご覧いただいた上で微調節という程度になる

のかなぁと思いますが、とりあえずですね、ここまで長きにわたっ
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てお付き合いくださった皆様方に感謝を申し上げたいと思います。あ

りがとうございました。それでは早速入っていきたいと思いますが、

前回の議事録の確認をお願いしたいんですが、これにつきまして何か

修正とかですね、ございますでしょうか？特段よろしいですか？

前々から感じていたんですけど 「あ～」とか「え～」とか、接続委 員 、

語とか、そういうのが多くてどうも読みにくいんで、その辺は文意を

変えるのはもちろんあれですけど、もう少しこう理解しやすい文の議

事録というのはできませんかね？

。 、会 長 それは２つどちらを採るかですね いわゆる要約筆記と言いますか

そういうやり方でやるのと、逐次再現というのかな、一字一句変わら

ず再現するというのと、どちらかだと思うんですね。で、逐次再現す

るのは、もうホンマ言うたとおりになりますわね。この会議録はそっ

ちの方を採ってるんですね？

そうです。事務局

そういう申し合わせでもあったのかな？どうっだったかな、ちょっ委 員

と確認してなかった。

ありました。事務局

あったあった。副会長

途中から詳しく書いてほしいというのがありました。事務局

まぁ、やむを得ませんねぇ。委 員

よろしいですか？確認された方法に沿った会議録になっていますと会 長

いうことです。他はよろしいでしょうか？

これはちょっと議事録と直接、関係してないんですけど、前の提案委 員

した議会の傍聴を企画していただけないかなと、 回前ぐらいに言2,3
ってきたんですけど、それの公式の返事がいまだに出されてないと思
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うんですけど。まぁ 月議会も目の前ですんでね。ちょっと最後の12
チャンスになるんじゃないかなと。といいますのは、やっぱり、私、

足の手術で休んでいる以外はずっと議会を見てきてるんで、メンバー

の中の一部の方もいますけど、 ％近い人が、 ％近い人があまり99 90
議会の傍聴を、特に委員会をされていないんじゃないかなぁと思って

おるんですけどね。

ええっと、あの話はこのメンバーさんに議会の傍聴に行きませんか会 長

という、そういう斡旋をして一緒にグループで行きましょうというよ

うなことやったんですよね。それどうします？

実際に、お声掛けはしておりません。それで実際にあの、ご存じの事務局

ように座れる人数がかなり少ないという物理的な部分もございまし

て、全員で参加というのはなかなか、本会議くらいしかできないのか

なというふうに思います。ですので有志の方で来られましたら、勿論

、 、それはあの 職員が外に出てでも座っていただくようにはしますので

それは有志の方でまとめていただいたら、それは全然、やぶさかでは

ございません。

事務局としてそれを考えていただくってのは。委 員

あれってその、こちらから、その日を決めるというのはどうなのか事務局

なという、やっぱり前向きな意思があっての話なのかなと思いますけ

ど。

あの、まっ原案ができて議会に当然かかるわけですよね。その時に委 員

ね、我々出したものが、やはりどういう審理のされ方をされるのか、

、 、ずっと傍聴してる人はある程度 予測はつくかと思うんですけれども

そうでない方はだいぶ印象が違うと思います。多分、相当厳しい審理

になると思うんで、ことも考えられますよね。

あの、今の段階でいつ議会に上げるのかというのは、はっきりとは事務局

言えないんですけども、あの勿論その議会に提案するその日が決まり

ましたら、それは全員の方々に案内なりさしていただくのは考えてお

ります。



- 4 -

その時になってからしか考えないということですね。委 員

それよりも今の段階でいつ議会にのるか分からない。事務局

いや、私が言ってるのは議会の委員会がどういう風な審議のやり方委 員

をしてるのかということを事前に知っておくというのは我々委員とし

ても決してマイナスにはならない。

分かりました、言うてる意味。その場合はね、別にこの自治基本条会 長

例原案を審議する委員会でなくても良いとおっしゃってるわけでし

ょ？

そうです。委 員

ですからそれは、ここにおられる委員さん一人一人が傍聴の申し出会 長

をされるというのが本当の筋やと思います。で、行政事務局の方から

「うちの委員が傍聴に行きますので」と斡旋することはむしろルール

違反になりますわ。

誘導的になってしまうというわけですね。委 員

それは議会に圧力をかけると捉えられても仕方のない行為になりま会 長

すからね。ただ、むしろ直接、市民の権利を行使されるのが筋かと思

います。それからもう一つは条例そのものが審議される委員会もしく

は本会議をやる場合はですね、事務局としては「この日に審議される

予定です」と、皆さんにお知らせするのが最大のサービスやと思いま

す 「いついつここ、席を用意しますのでどうぞお越し下さい 」て。 。

なことをやりますと他の傍聴人の権利を妨げる危険性がありますよ

ね。そこまでは斡旋はできないと思います。

ちょっと私があれなんですけど、委員会の傍聴席が非常に少ないも委 員

んですから、それはやっぱりその。

それは議会事務局を通じて議長に申し出ていただいた方が良いと思会 長

います。
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あの、やってはおりますけど。まっそういうこともね実際、知って委 員

いただく必要があると事前にあるんじゃないかと思います。

そういうことですので、この場におられる委員さん、みんなへの呼会 長

びかけをして、おっしゃられていることにした方がいいんじゃないで

すか。行政事務局にそれを言いましても、行政事務局それを言う権限

がないんです。別団体ですから。

はい、分かりました。委 員

議会は市役所の所属機関ではないので。対等の機関ですから。会 長

それでは会議録については、これで良いということで収めさせてい

ただきます。

、 、それでは2点目のですね 第3次条例案の全体像が出てきましたので

これにつきまして事務局から概略をご説明をいただいて皆様方にもう

一度ですね、子細に渡るご意見を出していただけたらと思います。そ

れでは説明を事務局にお願いします。

事務局から第3次条例案の説明がある。

それではお気付きの点等につきましてご発言いただけたらと思いま会 長

すが、ちょっと一点だけ先に言っておいた方がええかなと思うのは。

第4条第7号の「対等及び協力の原則」ありますよね、ここ議論どう

だったかな、確認したいんですが 「まちづくりは～まちづくりを進。

めていく～」と重ね言葉になってるの、これはどうでしたか？

そこは、その時は言及してなかったと思います。事務局

これは法規のチェックでも引っかかってこなかった？会 長

はい。事務局

この「まちづくり」は片っぽ余分ですよね。これ外した方が良いん会 長

ちゃう？後ろは外した方が良いですね。
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はい。事務局

それではそれぞれお気付きの点、ございましたらご発言下さい。会 長

、 、 、委 員 この第 次の原案ですね これ どのくらいかけて協議をするのか3
確認のやり方ですよね、それによってこれの検討の仕方が変わってく

るんではないかと思うんです。時間をかけてするのか、それとも漏れ

てるところをやるのか、そういうのがあると思うんですけど。これ、

もういっぺん全体を見直して、まぁあの内容が十分、議事録の内容が

かえされてないとかね、そういうのをもう一度きちっと見直して

議事録？会 長

毎回、出てますわね議事録。それが反映されているかということで委 員

すから、そのへんをもういっぺんきちっと見直すだけの余裕が与えら

れるのかどうかね。短時間でこの字句だけ見直すのは分かりにくい部

分があるよね。

いや、それはもう時間切れ近いと思いますよ。会 長

そうですか？委 員

はい。会 長

だからそのへんはね、あの、あとどのくらいの時間をかけてするん委 員

やとか、その次はこういう段階いくんやとかね。そういう計画あれば

それはタイムリミットの問題がありますからね。無制限でやるとは会 長

言うてたんですけども、なんぼなんぼでも、もう足かけ2年超えてる

からね。どのぐらいがリミットですか？

冒頭からいつの議会に提案するかというのは、この会議の進み次第事務局

だと申してますけども、あの、ここへ来て事務者としての我々の立場

としての思いで言うならば、この調子でいくと多分、6月議会になる

のかなという思いがございます。で、それまでにしなければならない



- 7 -

ことは、字句や大まかな訂正をやる、で、その後については、私とし

てはもうひとつおいて、例えば諸団体にこの原案を配ったり、それか

ら公聴会やらセミナー等でいろいろ話し合い、意見をいただいて概ね

固めた中でパブコメという線でいけばちょうど6月くらいかなという

思いでおります。ですので今、委員さんがおっしゃるように、やれば

きりがないと思いますので、確かにそうなんですけども、まぁ概ね1

回目それから2回目、議事録にそれぞれ照らし合わせながら作って参

りましたので大きくは外れてないだろうと、ですので今後は特に、議

会の方にきっちりと説明をしていく機会を作って、理解を求めていき

たいなと。それから何回も言いますけど、大まかな団体、自治連合会

から障がい者団体から地域も含めていろんな団体があります。商工会

もあります、その辺の団体それぞれに原案を渡して意見を聞いていく

必要があるのかなと思ってます。

もう 回くらいやるわけ、もう今日で終わりですか？委 員 1

今日もし何も大きな意見・変更等がなければ、今日で概ね終わりか事務局

なという風に思ってます。

いや、だからそういう団体からの返事とか、パブコメの結果が出た委 員

時点でもういっぺんこの会議はないんですか？

これ、パブコメもらった後、どういう風にこの会議で議論します？会 長

またこれ変えなならん可能性だってあるんで。委 員

それはこの委員会の権限ですか？原案を作るとこまででしょ。会 長

そこはあれですね。諮問を受けて答申の結果、どこでその答申なん事務局

かというのを決める必要があるわけです。それをこの委員会でこれが

答申だという風に決まった段階で手を放れて最終パブコメで吸収する

のかしないのかも含めてやった中で議会かなという風に思います。

だから議会に原案を上程するそのとことんまで責任を持つという委会 長

員会では僕はないと思うんです。そこまで責任持てないと思うんです
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ね。つまり議会に上程する責任は市長部局あるいは市長にあるわけで

あって、その市長に手渡すまでが我々の責任でしょ。

だからもしそうなった時に、あとは誰がどう扱いますというのが、委 員

やっぱり聞かしておいてもらわないと。

参考までに招集してもらって報告を受けるっていう程度やと思いま会 長

すわ。それに対してNOとか、それはおかしいとか言うて、あのパブ

リックコメントに対して我々が意見を返す責任はないし、パブリック

コメントから出てきた意見をこの委員会でまた作るいうのは、それは

オーバーワークですよ。そこまでせぇという言われる筋も責任もない

と僕は思いますけどねぇ。どこまで皆さん関わりたいと思ってるかな

んですよ。

今まで議論してきたものと大きく変わったりしたら、今までの議論委 員

がどう反映しているのかという報告をしてもらいたいです。

どの時点でその報告を聞きたいか、あるいは意見を反映できる余地会 長

があるのかということになるわけですけど。

だから相手の答えがでてこない限り、今のところ想像でしかないわ委 員

けですからね。だからその辺で時間の関係で押し切られるのか、そこ

ら若干、危惧するところなんです。

おっしゃる意味はよく分かるんですけどね、そのことを考え出すと会 長

最後まで責任を持たなあかんという決断を下さないかんかもしれませ

ん。例えばパブリックコメント出てきたらそれに対する回答を全員が

考えなあかんってことになりますね。その上でこちらの思いはこうで

す。原案はあくまでこうなんだから分かってくれとか、そこまでやる

ということで腹をくくるかっていうことです。そうするとこの原案策

定委員会というのは非常に強いものだとなりますけども、それはその

パブコメをいただいた上で原案にしてかえす。でもそんなの普通、聞

いたことないです、そこまでは。普通は市長に

だけどこんなに皆さんが一生懸命にやられて、もしね、もう一度見委 員
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直した時に話し合う機会を与えられるかどうかだけ。

それはその会の性格がどうなるんかというのが僕わからないんです会 長

わ。報告会になるのか、あるいはパブリックコメントを踏まえて、も

ういっぺんここで原案を作り直していただけますかと諮問をもういっ

ぺんかけていただけるのか。それは時間的な制約条件にも関わります

し、だから私もここで軽々にああですわ、こうですわとよう言いませ

ん。ただ、気分としてはもう答申原案を作った限り、この委員会とし

ては肩の荷を下ろした方が良いんちゃうかなという気はしますね。あ

とは委員個々人がその関心をきちっと持ってその策定委員の一人とし

て、こういう思いを持って作ってるんですと市民自信に伝えていくこ

と違いますかね。

私が言うべきことかどうか判断がつきかねますけど、委員会で答弁委 員

されていたのを私は聞いた限りではだいたい 月に提案をしたいとい6
うような、そういう答弁を議会で委員会でされていたと記憶している

んです。

あのぉ、時期については言ってないですね、まだ。事務局

言ってなかった？委 員

言ってません。事務局

ただ、しかし 月というなんか。委 員 6

今日、初めて言いました。事務局

他のところでもね、 月というんを聞いたんですわ。だからなんか委 員 6
こういう雰囲気ができあがってるかなという印象を持ってたんですけ

どね。

私ら常に持ってますので、この会議の進捗を見ながら3月がいいか事務局

な、6月がいいかな、9月かなという思いはずっとありましたんで、

それが今回、前回いちおう2回目が終わった段階で、まぁ3月はちょ



- 10 -

、 、 、っと早いかなと 6月 9月あたりかなという思いをしてましたので

今回初めてちょっと6月を目指したいなという風に思ってますと答え

させてもらいました。

これが公式やと理解していいんですね？委 員

はい。事務局

それじゃぁ逆算してね、間にどういう手続きがあるのかということ委 員

を教えていただけませんか。

僕はそれ分からないですけど。会 長

今、あの事務局の方からありましたけどね、これ市民団体に説明さ委 員

れて、そして修正があればね当然、我々にもそのことは報告してもら

わないと駄目だと思います。そして同時に、市長に答申行くわけです

から、市長がこのまま受けるんか、あるいは修正するのか、その点も

やっぱり我々、知りたいと思います。

最低限、報告はいただけると思いますよ。報告は最低限あると思い会 長

ます。ただ、報告と違ってこういう意見がいっぱい出てきましたと、

で、第1段階は各団体に諮ったら、こういう反論も出てきているとい

うのがあって、それをどうしますか、もういっぺん考えてくださいと

。 、いう風に再作業をお願いされるのかいうのが一つ目ですね 二つ目は

行政内部で案が固まってますからこれを持ってパブコメにかけますよ

ね。パブコメにかけたらこんなん多分100～200返ってくると思い

ます。その一つ一つに行政当局がきちっと回答を書いていくわけです

よ。ものすごい作業です、これ、どこの自治体でも。そのパブリック

コメントに対する回答そのものも我々関わるんですかということも問

われると思うんです。それは事務局にお願いしますというのなら、実

はその時点で答申原案として市長に提出し終えておかないと事務局、

作業のしようがないわけですよ。そこもいちいちこっちがお伺いせん

かったら書けませんやん言われたら、ほな勝手にやったら怒られるわ

ということになりませんか？でしょ？だからどこかで原案を事務局に

お渡ししますというケリをつけておかないと事務局も作業のしようが
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ない。ただ、皆さんのお気持ちから言うたら、ある程度の報告なり相

談はしてもらいたいという風に私は受け止めているんですけど、その

気持ちはよく分かるんですけど、そこで我々がこれにもういっぺん手

、 、を入れるというのは許されれるのか許されないのか その位置付けは

はっきりしておかないといつまでもいつまでもここへ持ち帰ってこな

あかんということでは前に進みませんよね。だからその決断をちゃん

としてもらわないと、皆さんにも事務局にもということです。で、も

う一つはこの委員会は条例に基づく委員会じゃないですよね。つまり

市長の私的諮問機関なんです、位置付けから言うと。なのでこの委員

、 、 。会との関係は 公式的には市長対私たちの関係なんです 形とすれば

、 。で しかもそれは条例で担保されてませんから議会は関与してません

私ね、わりと単純な要望なんでね、あまりそのこの委員会の権限と委 員

かね、それからパブコメに参加するんだとか、各団体とか、その次の

問題やと思うんですね。我々がこれで 年近くもやってきたわけです2
から、自信を持って委員会として市長に提出しますという内容をね、

やっぱりこれなんだという腹にストンと落ちるだけのですね、これに

ついて見直していただきたいと思うんです。今日いただいて若干、説

明いただいてね、これでもうよろしいかと、なかなかそういう風には

なれない。これ 年間の集約ですからね。やっぱりこれまでの議事録2
とかね、毎回いただいてますよね。そういうなんをもういっぺん見直

しながら今までの論議がちゃんと反映されてるわと、それではじめて

できるわけだから、今日だけで決めるというのは慌ただしいので、も

う 回くらいほしいです。これ今日のは 条になってますわね。前1 32
のやつは 条になってますね、削られた部分がすぐには分からない34
ので、もう少し読み直してですね、自分自身も納得してこれでいける

んだというぐらいのものがほしいという要望ですね。

次回、12月17日とちゃんと会議としてはおさえていますので、今事務局

日、渡していきなり 「はい終わりです」というわけにはいかないこ、

とは分かっておりますので、来月もやるつもりでおりますので、その

時に最後の答申案というか、これで固めたいということでいいのかな

と思います。それから先ほど意見のあったスケジュールですけど、6

月にするとすれば、6月の中頃に議会が始まりますので概ね1ヶ月前

くらいまでには議案としての印刷というか固めていかなければいけま
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せんので、法令審査会もございますので、それが5月の中頃、だから

それまでにはちゃんとした議案としてできていないといけないという

ことになると、それを5月中頃までにはやることをやっておかななと

いうことになると思います。だからその数週間前までにはパブコメも

終わってる、そのパブコメの前にも、そのいろんな団体からの意見も

聞いている、ちょっとセミナー的なものも1回か2回やってるという

ようなことになっているのかなという風には思ってます。

仮に6月という希望的スケジュールをたてて逆算しますと、議案上会 長

程手続きが5月上旬ぐらいにはやっておかなならんですね。なんぼ遅

れても2週間前くらいでないと怒られますわな。普通は通常は3週間

くらいかな。そうすると、5月上旬ぐらい、10日くらいか、それ以

前に最終パブコメをかけて市民に向けたパブコメの回答も送り、そし

て原案を一部、微調節するという手続きをするのに最低でもパブコメ

に一ヶ月半かけますから、そうすると3月の中旬にはもうパブコメが

スタートしていないと間に合いませんね。それからさらにパブコメに

かける第2次原案といいますか、その第２次原案ができる前に各団体

・関係団体とかに配布して意見をもらうなら1ヶ月、そうすると2月

ですよね。それから市民に第1次原案を見てもらうためのシンポジウ

、 。ムあるいは討論みたいなことをやるようにするならば さらに１ヶ月

そこから逆算すると1月中旬には、そういう作業をスタートしないと

いけないんちゃうかなぁという気しますね。そうすると12月にはも

うこっちの原案は策定完了にしておかないと送れないということにな

ってくると、僕は頭の中で今、計算しました。結構、時間かかるんで

すね。

あの、事務局にお尋ねしたいんですけど、この委員会は市長の諮問委 員

機関やから市長が議会に上げるかどうかやね。そしてこれからいろん

なルートに出て行くわけやね。市長の意見がまず出るわけですわね。

諮問機関として市長に渡した時に、市長の意見が出て変わるわけです

よね。

変わらんと思いますけどね。もういっぺん再諮問をお願いしますと会 長

、 、 。いう態度に出ない限りは 一旦放した限りは それはもう言えません
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それはもう野となれ山となれやわ。委 員

それが諮問答申の性格です。それをね最後まで俺たちに責任とらせ会 長

と、最後まで俺たちが言ったとおりにせぇよという権限はないんです

よ、実は。

じっと見守るということや。委 員

ただ、市長は、条例上の審議会でもなんでもありませんから、その会 長

諮問については最大限、きちっと尊重しなければならないという歯止

めも何もないわけですけど、紳士協定として答申は尊重されるものと

理解して良いのではないか。だから出された最終原案に対しては、字

句の一部微調節はあっても大幅に変わることなんてあり得ないと僕は

理解してます。で、今回の法制担当の文字の字句の調整かてこんなゆ

るゆるの調整しかしてくれてないわけで、そんなに削れとか、これ駄

目だとか、そういう政治の判断は入ってませんよね。であっても、事

実上これ市長の意思やと僕は思います。それ以上にこれはとても持ち

こたえられへんというような機関設置とか制約の記述があればそれを

判断して 「市長、ここまでいけまっか？」と「大丈夫でっか？」と、

協議するのは事務局の仕事やと思います。実際にやってると思います

よ。その範囲内で我々はここまでやり遂げてこられたのは、言うなれ

ばそういう日常的な意思疎通をやってくださってるからここまで持ち

こたえてるわけであって、何もできもせんことを書いたわけやないと

思います。だからそれは信頼されたらいかがですか？

私、以前に第 次総合計画の策定委員をちょろっとさせていただい委 員 3
たんですけど、その時にもパブコメていうのがあったんですけど、そ

のパブコメたるやつは惨たんたるものだったんで、今回はこれを自治

基本条例に対するパブコメに対する扱いをですね、ちゃんとしていた

だきたいなと思います。で、あのまず見本としては札幌市の策定委員

会の扱いが非常に丁寧で、札幌市では 月から 月いっぱいかけてパ2 3
ブコメ集めて条例ができたのが 月ですよね。こんだけの期間をか10
けろとは言いませんけど、ちゃんとパブコメ集めてそれに対する回答

を出して、それから上程といった格好にしてもらいたいと。
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それは勿論そうです。先ほど僕が逆算した計算も全部それを入れて会 長

るわけですね。だから最低1ヶ月間のパブリックコメント期間。それ

に対して締め切り終わった後に、それに対する回答を作って出すのに

半月。その原案に対する回答ですね、そうすると1ヶ月半は最低かか

るということです。

だから札幌の状態をちょっと検証してみていただきたいという風に委 員

思います。ちゃんとした回答が載ってますんで。

それは総合計画の時の不信感をお持ちなんは分かりますが、はじめ会 長

から不信感で考える必要もないんちゃいますかね。

最初、始まった時に市長の諮問機関というようなことを聞いたかど委 員

、 、うか定かではないんですけど まぁ位置付けがどうこうというよりも

いわゆる基本条例の策定ということで集まって作ったという認識で

す。で、まぁこうやって答申案ができた段階で、その後、いろいろ市

民に知らせるセミナー、それからパブリックコメントとおっしゃられ

ました。議員さんには示さないことにはあれですけど、まぁいろんな

意見を聞いたらいろいろ出てくるでしょうけれども、そういうことも

、「 」引っくるめて我々がまぁ ここ同じようなこと考えておるんやなぁ

とか「どうやなぁ」という、要は市長の諮問機関、ブレーンであるか

ら、そのブレーンとしての立場であれば、いろいろな外の人の意見な

んかも踏まえてフィードバックされたものをですね、市長のブレーン

として我々がまた見て、どうのこうのとやる、諮問機関としてあるべ

き姿だと思うんですけど。で、その際、事務局がパブリックコメント

を回答するにあたって、またここの委員のメンバーの意見を聞いてす

るということ、そんなことはまぁ事務局がやって結果だけこうなった

ということで報告を受ければですね、あぁそうかと、我々と同じよう

に検討してきた部分がやはり皆さん同じようにあるんだなとか、いろ

いろフィードバックできますわね。そういうなことを引っくるめて我

々の責任感だと思いますけど、ただ単に今、会長がおっしゃったよう

に我々の集まったのはこういう位置付けだから諮問機関だから答申こ

れでして終わりですよと、後は野となれ山となれ、てな従来的な考え

方か知らんけども、そんなもんじゃなくて少なくともこうやって集ま

、 、って 年 年こうやってきたメンバーがですね 最後までという形で1 2
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そうしますか？会 長

それの方がええと思います。権限どうのこうのいうよりも、いわゆ委 員

る検討したことに対して他の人がどのように思うのか、それに対して

我々の見識もあるだろうから、ブレーンとして立ち回ったらいかがか

なと思いますな。

だからそうしますか？決断を皆さんに迫ってるんです。会 長

私はそう思いますという意見を言うておるんです。委 員

いやいや、私はそれは大変な重たい責任を背負うことにもなりかね会 長

へんからご覚悟はよろしいですかとさっき議論したんです。

先ほどパブリックコメントということで不信感を持たれてると言わ委 員

れましたけど、

「不信感」なんて言ってませんよ。会 長

公聴会みたいな形でどこかにペーパー置いておいて閲覧して、ほん委 員

でまぁ意見があったら書くようなものだと思いますし、どの程度、本

気で書いてくれる、そこまで言えませんけど、まぁそういういわゆる

ステップを踏むだけのもんでもある部分あるかと思います。そんなに

考えるものでもないですし見識ある意見が出たならば、それに対して

どうやというフィードバックもらえれば見る。市長に対して「ここは

こう言うとるけども、こうこうの方がよろしい」ような形までの作業

含めてやる方がベターだと思いますな。

皆さんのご意見いかがですか？この委員会の位置付けというのがど会 長

うも推進執行機関あるいは啓発母体になるべきだという部分も一部含

めてて最後まで責任を持つべきちゃうかと。むしろ監視をし、原案が

棄損されることなく全うされるべくお付き合いするべきだという風な

意見が今出てると思うんですね。しかしそれは果たしてそこまで担い

きれるのか、ある程度の役割としてはこういう原案を作った段階でで

すよ、市長にお渡しして、市長部局の中でそれを責任持って処理して
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もらうのを見守るのが、本来のこの委員会の役割ではなかったのかな

と思うので、だからそれをこの場合ですね、はっきりさせておかない

と、いつまでもいつまでもですね、責任がつきまとう危険性も出てく

る。その辺のところをもう少し鮮明にするべきではないのかなぁと思

うんですけどね。

例えば諮問機関だから市長に答申をしてしまえば、それで一切お役委 員

目ごめんということになる。そして市長がこれを議会にかけていくた

めに、パブコメかけたり、各団体へ説明をするというようなことにな

るわけですね。その中でいろんな意見が出てくると思うんですけど、

我々これ 年近く携わってきて、やっぱりその 条ですか、なかに2 32
はいろんな意見をまとめてきた経過がありますわね、で、いろんなお

そらく議会にかけたりパブコメかけたりして、いろんな反対意見も出

るだろうし、様々な意見が出ると思うんですね。それに対してどう、

じゃぁ策定委員会こういう議論が出てこうなったんですよというこの

説明とかね、そういうなもの全部、事務局でやるのか、それともここ

に参画した策定委員も含めてですね、そういういろんな機会があるの

か持てないのかというあたりが、

だから、ごめんなさい。あの議論なんべんも同じこと皆さん話して会 長

はります。あの、ごめんなさいね。はっきりしとかないかんと思うの

は、この委員会の役割として、先ほど確認しましたように市長の要綱

、 。 、設置ですよね に基づく私的諮問機関であることは事実なんです で

その役割は自治基本条例原案を作ることなんですね。で、原案を作っ

た段階で私たち委員としての責任はそれで完了するわけです。ただ皆

さんの思いとしては行く末を見守りたいという気持ちがある。その気

持ちを担保するためにはどんな方法があるのかというのを私は考えて

るんですけど、そこんとこ勘違いされていて「最後まで責任をとるべ

きだ。だから審議会の仕事、終わってない」という風におっしゃるな

らば 「どの時点で答申原案はできるんですか？」と逆に聞きたくな、

るということを私言ってるんです。パブリックコメント終わって、パ

ブリックコメントの返す意見まで私たちが作っていって最終原案、議

会に上程する原案まで代わりにお作りするのがこの委員会の仕事だと

いう風におっしゃるのならば、その責任は全うできますが、とんでも

ない重労働を背負うことになりかねない。その任には私は堪えられな
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い思います、はっきり言いまして、おそらく200も出てくると思い

ますよ。

前に住民自治協議会の話が出た時に思ったんですが、このことにつ委 員

いてどうこうということをここで決めるのは僭越であるという風には
せんえつ

っきりと思いましたですね。ですので、そこを決めて、私たちが決め

たものに市長も議会も従わないかんというようことは、はっきり思っ

てないですね。今、言ってることはそれに抵触するにおいがしますの

で、市長の権限というか執行権として諮問したものに対して市長のお

考えを足されたり削ったりするのは別に構わないと思います。そうい

うものだと思います。私はこの間、大和郡山市の自治連合会があった

ので雰囲気を見て住民自治協議会のことを言おうかと思ったんですけ

ど、とても言う雰囲気ではなかったです。やはり、その言葉が出た時

に感じた心の中のことは、ごく普通の主婦でございますけれども、ご

くまともなものであったんだなという風に思っております。簡単にこ

の言葉使ってますけど、そんなもんじゃないと思ってましたね、ここ

におられる方は随分たくさん経験を積んでリタイヤされてる方、多い

わけですからこのことが簡単にいくと思うこと自身がちょっと違って

るんじゃないかと思いますね。

私もこの流れでこの委員会で案ができたら、それはそれで仕事は終委 員

わりやと思ってます。ただそのパブリックコメントが求められる、そ

の回答が出る、で、その事を加味して最終原案、議会に上程する最終

原案が役所の方で作っていただけると思います。ただその時点でパブ

リックコメント及びその回答それから最終案を 回だけでよろしいん1
でここへ集まって報告を受けるというような形にしていただけたらそ

れでいいんじゃないかと、そこで我々がその案に対してどうのこうの

いうことは言おうとは思いません。ただ報告を受ける会が 回ぐらい1
はあってもいいんじゃないかと。

はい。分かりました。じゃぁこの件ではちょっと時間をかけ過ぎて会 長

ますので、いったんお諮りします。まず、今日はまだ、この条文に関

する細かいお気付きの点のご意見いただいてません。ですのでこれを

まずいただくというので今回、費やしていきたいと思いますし、次の

12月で最終原案という形で「もうこれで確定だぞ」ということのご
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承認をいただく会議にしていこうかと思いますんで、もう1ヶ月です

ね、今日いただいたご意見を踏まえて、持ち帰りいただいて、よく子

細に見ていただきたい。ただ12月においてですね、もういっぺん手

戻りするような議論はもう辞めたいと私は思います 「そもそもこの。

条文、元に戻せ」とかですね、いうことはほぼないだろうと、そのく

らい議論は尽くしたと思います。ですのでそれを持って成案にすべく

目標を立てるということ。それからパブリックコメントにかける以前

の市長原案がこういう形になりましたというのは皆様方に文書もしく

は最終原案ということでお手元に送っていただく。それからパブリッ

クコメントを踏まえて最終確定議案とする最終原案ですね、出す以前

の段階でもう一度、出していただいて市長さんと意見交換会でもした

らどうか。まぁそれはあくまで市長の思いを語っていただくことと、

皆様方のここまでやってきたご苦労等、思いを伝えていただく、何と

いうのかな、意見交換会という位置付けやったらどうかとこう思いま

すがいかがですか、行政の方は？

はい。事務局

→異議なし会 長 そういうことでよろしいでしょうか？

ですので、もう一度何といいますかね、念押しするわけじゃないで

すが、この委員会の性格として単なる諮問答申審議会的な運営をして

。 、こなかったのは事実です どっちか言うたら条例ができてから後もね

一人一人の市民の皆さんに伝えていただく、言うてみたら自治基本条

例の精神の推進役みたいにもなっていただきたいという思いで運営し

ていることは事実ですから、皆さんが最後まで見届けたい、関わって

いきたい気持ちを持たれるのは当然やと思います。ではありますが、

それをですね、最後の最後まで諮問答申、諮問答申でやりとりしてる

んでは、いっこうに前に進まんという危険性もありますし、もう一つ

は皆さんに及ぶ責任の重さというのが私は想像している以上に重たい

もんがかぶってくる危険性があると、それは危惧してるんです。です

ので、ある程度の段階になったら行政にですね、責任を移転さした方

が処理は非常に良いと思ってますので、その方向で皆さんもご同意く

。 、 、だされば嬉しいなぁと思ってます そういう経験 私もありますんで

最後の最後まで付き合わされて3年も4年も経って「あんたが作った

んやろ」とか言われたことあります。それは全ての関わった委員が言
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われました。ものすごい糾弾会みたいになったことあるんですよ、最

近。じゃぁ実はその条文、私作ったわけじゃないんです。ブロックで

。 「 、分けたんですけどね でも 起草委員の一人に名前を連ねている限り

責任あるやないか」と言われたことあります。これはやっぱりまずい

なというのが私の今の実感なので、それは直接責任を負うというのは

やっぱりあまりにもリスクが高い。しかし意見は十分集約できてると

。 。 、思いますんでね 議論も尽くしてきました だからその皆さんの議論

意見の集約、あるいは議論の積み重ね、熱意のこもってる、心がこも

っているということは十分、伝えていただけるし、それをもって市長

とのですね、気持ちの交換、意見の交換をしてということができると

思いますんで、その方向で臨みたいと思います。

今の会長の進め方というかご提案で良いと思うんですが、もう一つ副会長

ね、今のスケジュールでいけば12月17日で原案が確定して市長さん

にお渡しすると、で、そっから事務局の方で作業が始まってですね、

うまくいけば6月議会にかけられると、僕はやっぱり、自治基本条例

を作ってきたわけですが、これでもってスタートするんですね。それ

がスタートなんで、それでもって大和郡山市のあり方を変えていくと

いうことが始まるわけですよね。で、その点、例えば手元に審議会資

料で公募の話ありますよね、これないんだよね、ほとんど。これ審議

会を変えていく作業があるというように次々に大和郡山市の仕組みを

自治基本条例に基づいて変えていかなきゃいけない。そういう点で、

自治基本条例を制定した後のね、作業をそれこそ市民参加でやってい

かなきゃならないので皆さんで是非ご参加いただきたいし、こうやっ

てみると公募の委員ありというのが4つしかなくて、そのうち3つは

僕が関わってる。で、ほとんどの人、公募の委員と一緒に議論したこ

とがないんですよね。そういうような、文化というのか、郡山なかな

かできてないんでね、やっぱりこれ早めにね、きちんとやっていく必

要があるので、そういう点で6月頃できればね、そこでスタートライ

ンにつく。その場合、市民が責任を持って参加していく。そのための

リーダーみたいになってもらいたいですね。で、そういう点ではでき

れば6月にやりたいなと私は思います。

関連してですけども、岸和田市の方からご説明いただいた時にです委 員

ね、こういうお話がありました。委員会のやり方はまたちょっと多少
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違いますので、それは置いといて、その中でいろんな議論してフォロ

ーアップの委員会を作ってその見守りをしたというお話がありまし

た。中身は会長の方が詳しいんですけど、皆さんの今のご意見はそう

いうイメージにつながるかですね。副会長の議論にそういうことにつ

ながればこの委員会の効果もあるので、それをちょっと参考までにち

ょっと教えていただけたらと思って。

あの、岸和田のフォローアップの委員会というのはここの条例でも会 長

設定されてるんです。第32条のですね 「別途、委員会を設置する」、

というのがそれですわ 「委員会の組織、運営に関しては別に規則で。

定める」になってますが、これは日本で初めてこの自治基本条例の推

進監視委員会みたいなのができたんが、滋賀県の米原市です。それ以

後の自治基本条例はこういう自治基本条例の推進、進捗度を測ってい

く、見守り委員会みたいなものを持つのが今の通例になってますね。

だからそれだと思うんですね。それプラス、実はこういう風に関わっ

てくださった自治基本条例策定委員会のメンバーさんも実は実質的な

監視委員なんですよ。なので条例が施行されてから後もいろんなシン

ポジウムしていかなあかんと思います、副会長がおっしゃられるよう

に。で、その時に、この中の何人かの方がですね、私はこういう思い

でこの条例作ったんですと、この条例がもっている、まだこれから乗

り越えていかなあかん課題にはこんなんがあるんですねとかいう話を

ね、実はこの委員さんの中からしゃべっていただかなあかんと私は思

ってます。そのような催しをですね、次々とやっていかなあかん。そ

のための有力な良い人材集団でもあるわけです。なのでそういう形で

の関わりもしていただかなあかんだろうと私は思ってるんです。

岸和田の場合は、この策定委員会の方がその種のものをもう既に作委 員

ったというイメージで話しておられたんですけども、そんな感じでよ

ろしいでしょうか？

いや、だからこの委員会ですわ。この委員会じゃなくて推進審議委会 長

員会ですね。だから当然、この策定委員会のメンバーから何人かが選

抜されて、その審議会の中に入ってるでしょうし、勿論、その全員じ

ゃないですよ、そのうちのなんぼかはまた公募で入ってくるとか、あ

るいはその市内の有力な市民公益団体も入ってくるとか、自治連合会
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代表も入ってくるとかしてバランス良く構成せなあかんと思います。

生駒市の場合、6月に自治基本条例作りました。で、8月ですかね、副会長

市民自治推進委員会というのを作って、昨日も2回目やってたんです

けど、これは10名のうち6名は策定委員会に関わった方々で、あと

自治連合会の会長であったりという形で、まだ議論の範囲が決まって

ないですけどね。

基本的には市民にどうやってこれをおろすかということが一番大事委 員

なところになるんで、いろんな形で動きをしないとですね、要するに

行政だけに任せておいたら不十分なところが出てくると思うので、そ

ういう機能を持った組織があると良いなという気はしますね。

それは、制度的にはこれで担保できたと私は思ってるんです。ただ会 長

ね、今、副会長がご紹介くださった生駒市の市民自治推進委員会、こ

れは条例に基づく自治基本条例進捗状況の監視・推進委員会なんです

、 、 。けども 昨日かな ４つ仕事をしないといけないことを確認しました

１つは、さっきちょっとご紹介ありました生駒市でも住民自治協議会

を作るってことが決まったんですけど、それは現場では大変な不安と

ですね、混乱が起こり始めてると 「早くその指針を示してほしい」、

「どうしたら作れるのか 「作る場合と作らん場合でどうやねん」と」

、 、 、いうのが 自治連合会中心に非常に悩んでおると これを早くですね

ものさしを作ってほしいと言われてるので、それを市民自治推進検討

委員会でいっぺん審議しましょうというのが決まりました。2つ目は

行政から出された資料の「参画と協働に関する原則」がどれぐらい施

行されているのかということを資料的に報告をもらいましたが委員の

受け止め方としては「不十分である 「これでは進んでいるとは言え」

ない」というので、もう一度、調査のやり直し、それと検証をやろう

ということはある程度、言いました。それから3つ目が条例に基づく

各条例の総見直し点検作業をやってほしいと言ってましたので、その

点検作業の結果報告を受けました。で、その結果、自治基本条例の原

則、あるいは基本理念に反する条例があったかどうかに関しては現在

のところ、なかったと聞いております。で、条例に抵触するような条

項を持ってる条例も今のところは見当たらない、しかしですね、委員

公募等の原則に関しては一部まだ未達成のものもあるように思うの
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で、1，2年の期間をかけてこれについては改正すべく働きかけてい

きたい。つまりちょうど、今日だされた審議会・審査会の資料と同じ

ですね。これについてはまだ完全にできていないということは認めて

います。法律に基づいて公募なんかとてもあり得ない審議会もあるの

で、それは除外として認めると、このぐらいかなり厳しい議論をして

います。非常に良く頑張ってくれている生駒市役所なんですけど、参

画・協働の原則に基づく行政改革、あるいは市民へのそういう制度参

加に関しては思うほど進捗していないという判断を示しました。だか

らそういう審議会になるわけです。だから行政にとってみたら、良い

意味では後押ししてくれる委員会にはなりますけど、場合によっては

手強い委員会になる可能性あります。

文章を直してもらいたいところあるんですけど、今言ってもよろし委 員

いでしょうか？

ああ、もうそこ入ってください。はい、結構です。会 長

前文ですがここでですね 「地域の歴史・文化、自然、環境との調委 員 、

和」と書いていますよね。これについて歴史・文化、自然というのと

環境のものさしがちょっと違うと思うんですね。環境といった場合、

歴史・文化も含んでしまうんですね。で、前にちょっとあれなんです

けど、ここをですね要するに「地球環境、自然環境、生活環境、文化

歴史環境との調和」としたら良いんじゃないかという意見。それで最

近、この地球環境というのはすごく重要視されてきてると、ただ地球

っていうんで我々、意識的にですね、あんまりなじみがないですけど

も、意外と生活の中でね、日常の生活の中で注意していかなきゃなら

んと、で、地球環境、自然環境、生活環境、文化歴史環境、これは進

化の順番なんですよ。で、その流れで書いてという意見であります。

そういう見識をお持ちの市民がどれだけ多数おられるかということ会 長

ですね。う～ん。他ご意見ございますか？

言うてはること分からんでもないけど、今、会長がおっしゃったよ委 員

うに難しすぎてね、それを言うとね、ちょっと難しすぎて、小学校・

中学校の子にも分かるようにと僕、思てますのでね、普通のように、



- 23 -

まぁ「地域の歴史・文化、自然、環境との調和」と、このままの方が

自然に取り入れられるんかなという気はしますね。言わはることはよ

う分かるけどなぁ。あまり細かいことを書くとね、かえって意味がと

れなくなるから、平坦な言葉といったらなんか語弊があるけど。

それはね、実はね、すいません。議論としては手戻りなんです、す会 長

みません。議論として手戻りの議論なんです。実は最初にいただいて

いるご意見の中にね 「ただ単に環境というだけでなく、地球環境、、

自然環境、生活環境と入れては」と、ちゃんと意見としてお出しにな

ってるんですよね。これらも踏まえた上で、この文章に収束したとい

う経過があります。それでもまだ納得いかんというご意見だと思うん

ですけど、なので、他の方のご意見を聞いてみようということになっ

てるんですね。私はむしろそういう縦軸の概念と横軸の概念が並列に

並んでるからこういう問題が起こると思うんです。自然と文化という

のは対立概念なんですね。文化は自然に対抗する概念ですから、文化

環境もあれば自然環境もある。そういう取り方をしていくならむしろ

環境をとってしまうことになってしまわんかなと、反対にね、ややこ

しいから。そうするとここで残せとするならば、ここで言ってる環境

って何を意味しているのかをまた特定せなあかん。そうするとここで

は人工的な環境も自然環境もみんな含んでるわけですよね。だからあ

えて言うならより良い環境との調和ということなんでしょうね、ここ

では。優れた環境とか、そういうことなんでしょうね。だから地球環

境という意識でいうのはここでは自然に入ってると思うんですわ、こ

こでは。

まっいずれにしても前、確かに議論でたんですよ。かなり時間かけ副会長

て議論したんですよ。

前に議論してるのにね、もういっぺん蒸し返すなと言われてるわけ委 員

や。だから、あんたそりゃ具合悪いわ、はっきり言うて。前に議論し

てるのに蒸し返すな言われて、まだ議論するというのはね、ちょっと

おかしい考え方が。

いや、だからここで言ってる委 員
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、 、 、委 員 いや だから前に議論してるのを今 議論しないでくださいという

みんな認識があるのに、あなた一人がね、前に戻ってこれを言うのは

具合悪いと言うてるわけや。もういっぺん蒸し返すなと言われてるわ

け

まぁまぁ。会 長

まだ分かりませんか？委 員

あのね、ここで言ってるのはね、委 員

いや、あなたの言っておられることはね、自分は正しいと思って言委 員

っておられるかしらんけども間違ってるんです、それは民主主義に基

づいて。前にあなたの言った問題は、前の議事録にも載ってるし、み

んな何時間もかけてここで話して、これにまとめてるわけですよ。そ

れをひっくり返すようなことをまたやったら、もういっぺん 年やら2
なあかんことになるねん。だからそれ駄目ですよ、その話は。そんな

話を持ち出してもろたら前にいきませんよ。

議事録に残ってますんでね。副会長

もういっぺん議事録、読んでくださいよ。委 員

あの、もういっぺん経過を言いますとね、ちょっと不十分かもしれ会 長

ませんが、最後の方に「歴史・文化・自然」となってたと思うんです

けど 「平和」も入れたらどうやとかいう議論もあってその中で 「環、 、

境」を入れてほしいというご意見があったんですね。これは他の委員

さんからもありましたので、なので「環境」をあえて入れたんです。

ただ、それを入れたのは結構やけど、ただ単に「環境」というだけじ

ゃなくて「地球環境、自然環境、生活環境」という風に入れてみては

どうかというご提案なさったんです。で、そのことも議論した上でや

っぱり環境でええんちゃうかと収まりがついたと僕は理解してますの

でね。だからこの議論はちょっと手戻りではないでしょうかと申し上

げたんです。むしろそこで概念的にそういう風にちょっと違和感が出

てくるという原因を考えると、歴史、文化、自然という概念のうち、
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文化と自然は対抗概念です。で、歴史も文化の一部概念ですよと、そ

れに対して環境というのは実はこれと並列する概念じゃないんです

ね。全てを包摂するenvironmentですから、空間概念ですね、私た

ち全部を取り巻いてる。だけど環境とあえて入れた理由は、地球環境

を大事にすべく大和郡山市民も頑張ろうよという意思表明を、ここに

盛り込めたらという思いでここに入れたわけですから、それはやっぱ

り残した方が良いなぁという決断だったと思います。ただそういう全

部並べんと絶対におかしいでというなら、逆に環境を外した方が収ま

りが良いんですよ。歴史も文化も自然も守ると言うたら、自然を守る

言うたら地球環境を守ることにもつながりますから、だからその議論

になると環境を逆に外さなあかんことになるから、あえて残そうとい

うふうに僕は思ってたんですけどね。そんなことでご承諾いただけた

。 、 、「 、らと思います むしろここでね あえて言いたいのは 歴史・文化

、 」 「 、 、 、自然 環境 いうのはやっぱり収まりが悪いので 歴史 文化 自然

環境」にしてもうた方が良いんちゃう？

その方が並びが良い。委 員

並びが良い。美しい。会 長

やっぱりちょっとつまづくもんね。副会長

はい。他なにか、今の話でも別に構わないですよ。お気付きの点と会 長

かございましたら。

第 条「まちづくりの基本原則」の第 号「対等及び協力の原則」委 員 4 7
の中でですね 「国、奈良県等」の「等」を抜きましたとご説明があ、

りましたが、それ「等」を抜いてしまうと協力と連携するのは国や奈

良県だけになってしまいますね。それは本当にそうだったのかなと、

他の近隣の地方自治体とかそういうのがあったので、こういう「等」

という言葉を入れていたんではないかと。これ抜いてしまうとやっぱ

りおかしいのじゃないかなという風に思うんですけど。

それ、おっしゃること最もですよね。広域連合とか入ってきますよ会 長

ね。
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。 「 」事務局 そうですね ただ第30条のところで 国及び他の自治体等との連携

ということになってますので、その部分で他の自治体等との連携を図

りましょうということで 「対等」というところがありますので、そ、

の部分でいうと「国、県」と対等だという意味合いでした方が分かり

やすいのかなということで「等」をとったんですけども。

しかし、近隣都市もありますしね。県ばっかりでなくて他の市もあ委 員

れば

ですから第7号のやつは「対等」の立場で、実際に国、県といいま事務局

すとどうしても市から見ると上の機関という位置付けがある中で、あ

えて対等に連携協力しようという意思表示は国、奈良県やと、それ以

外の分については第30条のところで「他の自治体等」という中で、

奈良県も他の市町村も、他の都道府県も入ってるというような意味合

いでとってるので、あえて変えさせてもらったという意味なんです。

はい。分かりました。会 長

特に、市の職員向けやね。副会長

第 条の「行政手続き」で、なんか企業を中心とした表現、いわゆ委 員 22
る「処分」とかね、以前のやつは「許認可の申請、法令に基づいた申

請等」と、いわゆる住民票とか戸籍謄本とかの手続きについて迅速に

というような意味合いで、両方含めなければいけないという観点から

すれば、なんかその企業に対する処分、行政指導、行政よりの表現に

なり過ぎておるんじゃないか。むしろ、それに市民に近しい許認可申

請とか、まぁ単なる申請とかそういう表現も中にある方が広く捉えた

表現になるんではないかという意見ですけどいかがですか？

それはね、許認可申請だけでは駄目なんですわ。許認可申請という会 長

元の原案はね、行政手続条例の本来あるべき範囲をカバーしてなかっ

たんですよ 「行政処分」というた方が正しいんです。処分というの。

は権利を与えたり、義務を課したり、反対に、権利を剥奪したり、義

務を解除したりすること全部指しますねん 「許認可」というのは権。

利を与えることしか指さないんです。だから本来の正しい用語に変え
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たということだと私は思います。

しかしまぁ住民票とかそんなんは こういう行政処分に入るんです？委 員 、

住民票の交付は、準法律的行政行為ですね。だから行政手続法の対会 長

象になりません。

入らんのですか？委 員

はい。行政手続条例の対象にもなりません。会 長

ほな 住民サービス的なことは一切ここでは触れてないということ？委 員 、

いわゆる給付行政とか、何というか不完全な行政行為、行政処分は会 長

入りません、ここの条文の対象には。それはいわゆるサービスと思っ

てもらったらいい。

しかし、この基本条例の中に入るものは、市民生活におけるあらゆ委 員

るものを掌握したものであるべしと捉えてたんですが。

あらゆる行為ではありません、行政処分は。自治基本条例はそうで会 長

すよ、第23条はそのうちの、権力行使にあたる部分についての条例

なんです。

そういう表現になってますからこそ言ってるんですけど。委 員

だから、私が言ってることを聞いて下さい。処分という言葉は、法会 長

律用語なんです。ところが許認可は、処分の中のある一部分しか指し

ていないから不正確なんです。そのことを法規は気付いたんですわ。

私はこれでもええかなぁと思ってたんですけどね、やっぱり「許認可

の申請等」では甘いんですわ。

しかしその住民票とか戸籍謄本なんかにこだわりますけども、住民委 員

が普段の生活の中でのそういう行為は迅速に行ってもらいたいですけ

ど。
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それは別の条文で書いてあります。会 長

それは書いてあるから特に明記する必要なしと。委 員

例えば、何々の使用を禁止するとか、あなたはこの施設に立ち入っ会 長

、 、てはいけませんとか あるいはあなたの税金を強制徴収しますよとか

差し押さえしますよとか、そういうことに関しての条文なんです、こ

れ、この第22条は。それ以外はちゃんと「適正なサービスをしなけ

ればならない」というの他の条文で担保されてるんですよね。行政手

続条例というのは権利を与えたり奪ったり、義務を課したり解除した

りすることを適正にやらなあかんよという、ですから今言うてるよう

に 「行政処分」というのが正しい言葉なんです。、

しかし 「市政運営」の中で、総合計画から財政、行政評価、外部委 員 、

監査と、私が言う簡単な

それは行政手続じゃないんです。会 長

基本条例の外にあると？委 員

第22条の外にあると。会 長

いや、私の答えになってないのは、この基本条例というものは、そ委 員

うしたものも全てひっくるめて述べておるものとすれば、他のどこに

書かれてるんやという、他のどこに書かれてるんですか？

第12条の「市職員の責務」なんかそうでしょう。副会長

目的、定義や基本理念そんなとこに書いてないですよ。それから市委 員

民の権利、責務とか書いてない。議会の中にも書いてない。

ちょっとね、きちっと理解していただきたいことがあります。会 長

ああ、理解していないということですか？委 員
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はい。そうです。申し訳ない。あのぉ、日常用語として理解しては会 長

るんです 「行政処分」という言葉を一般用語として。違うんです。、

ここでいうてる「処分」というのは法律用語を使ってるんです 「行。

政処分」という正しい法律用語なんです、裁判でも使われる。だから

行政処分の対象にある行為をやる時は行政手続条例をちゃんと適用し

ますよという補助条項なんですよ 「なんで私がこんな風にしてね禁。

止されるんや 「なんで私の税金、強制徴収されるんや」ということ」

に対して異議申立した時に、手続条例に基づいてちゃんと段取りがで

きるようにしてあげますということですよ。それ以外はサービス行政

なんです。だからサービス行政はちゃんとね、速やかに迅速にしかも

公平に公正にやりましょうとここに書いてあるわけです、他のところ

に。行政手続に関して国は行政手続法という法律をもってやっとるん

ですね。だから自治体は行政手続条例で国のやる行政処分以外の自治

体としての行政処分については適正にやりなさいといってるからここ

でそれを担保してるわけです。ところが前の許認可だけでは行政手続

のね、範 疇を漏らしてるんじゃないのということで行政処分という
はんちゆう

言葉に戻したってことでしょ。

ほな、これで全部、補完できるわけですか？委 員

はい、そうです。会 長

。 、事務局 ちょっとだけ私の立場として 住民票とか戸籍とかいうのは例えば

第12条の「市職員の責務」の中であったり、第5条の「市民の権利」

の中であったり、かなり大きな意味で「行政サービス」とか「公正な

サービス」というような形で書いてありますので、その辺で包括され

てるとご理解願いたいと思います。

それは私に対する答えとして分かり易いです。委 員

あのね、分かり易くなるためにはね、むしろ旧のねB案というのが会 長

分かり易いと思いますわ 「市民の権利利益を保護するため、市民か。

らの申請に対する処分、不利益処分、行政指導等を公正に行わなけれ

ばならない」になっておるんですね。これがむしろ元の趣旨に近いん

です。
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そうそう、その方が良かったんやけどやな、それを細こぉ 「市民委 員 、
こま

の権利の利益を守るため」とまとめてしもてん。

「処分」がきついなぁということでね。委 員

だから「処分」がきついなぁということで 「許認可の申請等」で会 長 、

やろうとしたけども、やっぱり法規はこれでは甘くて「訴訟対抗ちょ

っとできへんのちゃうか」とちょっと不安になって元の「処分」とい

う言葉を復活さしたということです。いわゆる行政法学でいう「行政

処分」という言葉は、民法でいう「法律行為」を意味します 「法律。

行為」というのは法律効果を発揮する行為をいうわけであって権利・

義務に変動を生じる行為をいいます。それを生じない行為を事実行為

とかいうんですけども。で、今、お話があった住民票の申請、これは

公証事務ですから行政処分ではないんです。権利を与えたりするんじ

ゃない、ただ証明してあげますよいうだけのこと、こういうのを不完

全行政行為と言います。だからこれ行政手続法の対象外やったね。こ

んな法律議論をするつもりはなかったんですので。

ただ本当はこの処分行為というかな、これも本当は議論しないとい副会長

けない。これあと条文の説明やな。解説が必要なんで、元々の原案の

時は付いてたからね。わりと分かり易かったんだけど。原案の解説が

ないと市民には伝わらないということ、だからその辺はちょっと宿題

やな。

解説はいつぐらいできるかな？会 長

パブコメが終わってからくらいじゃないかな。副会長

議会に条例を提案する時に、印刷する前の原本ですけど、それに付事務局

けて、で、通った段階で印刷という形になるかなぁと。

解説の原案いうのも、ここで審議すべきやろ？会 長

そうですね、見ていただくことになると思います。審議というか、事務局

確認していただくことに。
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審議っていうのはおかしいな。参考意見を述べられる。会 長

そうです。事務局

これ、参考にしてくれっていうのやね。副会長

まぁやっぱり解説は、いりますよね。会 長

これ、会長、話戻るようで申し訳ないんやけどね。来月ね、これで委 員

僕らも最終答申ということで市長に出しますわな。要は大学まで子ど

も出して僕らの役目でっせ、それでいよいよ就職して歩いていきよる

と。で、僕らは横で見とってね、一人前に育てたなぁと。皆さんの意

見、聞いてたらね 「石あるからけつまづくな」とかね 「ちょっと、 、

川あるから橋架けてもらわな渡られへんで」とかね、そういう思いを

僕らあまり言い過ぎるんやなしに、そのさっきちょっと言ってたよう

に腹ドキドキさせながらね、見ていくと。それによって郡山市の状態

、 、 。いうか 僕らの思いで作った条例がね どういう風に育っていくんか

郡山市民の民主主義の度合いっちゅうんか、理解度の問題とか、いう

ことはね、全てこの 月議会にかけて通るか通らんかしらんけど、な6
った時点で僕らのところに全て返ってくるわけや。だからその後ろで

なんか発表会の時に手たたくことぐらいしかできへんという風に感じ

た方がええんですか先生。

まぁあの手放してしまったら、あとはそうですね。会 長

月で手放すんでしょ？委 員 12

一旦は手放します。会 長

一旦とかいうからややこしなるんちゃうの？委 員

一旦というのは、原案としてはお渡しします。残る作業は、解説文会 長

に対して意見を述べるとか、それから最終確定原案になりましたとい

う報告をいただくとか、そういうことはあると思います。
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だからひょっとしたら変なところいってやね、市長が変えるとかい委 員

っても黙ってみてなしゃあないですな？

自分で立てやということ。副会長

ねっ、自分で立てやということですね。委 員

いや、そういうことです。そんなところまで我々がね、ここでこけ会 長

たらあきませんでとか、それはちょっと行き過ぎですわ。

先ほどの「他の自治体等」の「等」というのが気になるんですが。委 員

まだ、引っかかるの？ほな 「他の自治体等」って入れたって。入委 員 、

れても問題はないんでしょ？

第 条を見てたんですけどね、どこにも「協力してやりましょう」委 員 30
という風には

いや、それはね、副会長が言うてはるようにな、あれは自分らのた委 員

めに書きよったんやってちょっと皮肉で言うてるやん。あの事務局の

ためにしよってん 「ワシら職員は国の下のもんでもないし 」 割自。 、 3
治って言われてるからな 「県の下でもない、市の職員としてアンタ、

」 、 。らと対等ですよ ということをやな言いたいわけや 市の職員として

だからここ強う言うとるわけや。だから僕ら市民のためにしてんのち
つよ

ゃうねん。自分らのために書いとんねん。これな、僕ら市民が関係な

い、じっと見て考えてみ。将来にわたって僕らあんまり関係ないよ。

一番関係あんのは交渉する市の職員なり市長やわな。応援歌やわな。

郡山に関わって委員会やってて痛感してるんですよ、これ 「国が副会長 。

まだお決めになってませんので」と。

アンタの言うてることよぉく分かるし、なんで「等」消すんやと思委 員

ったよ。この「等」は他の天理市とか桜井市とかそういう人達のこと

やと思ったんやけど、副会長が皮肉っぽく言うたことで俺よぉ理解で

きたわ。これ、このままの方が面白いねん、と僕は思うよ。
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文章としては片手落ちになってる。委 員

うんうん。そうよ。でも面白いやない？委 員

まっこれは法制の判断に委ねた方がええんちゃいます？あってもな会 長

くても私は実害がないと思いますけど。

そうやねん。そうやねん。俺はそう思う、実害ない思うねん。委 員

実害のない話なんですけど、ただ整合性がとれんなという。委 員

第30条との整合性はあまり問題はないと思うんですけどね。前もこ会 長

れ議論しましたよね。第30条と第4条ね、ちょっと重複せぇへんか

という話ありましたよね。この第4条の方は 「対等」というところ、

に重きがあって、第30条の方は「自治体だけじゃない、むしろ民間

機関とか大学 NPOとも関係する話であるので という だから 連、 」 、 「

携」に比重を置いてる。そういう意味では別に齟齬はきたしていない
そ ご

ので、これはいかがですか、もう法制の判断に委ねられたらいかがで

→異議なしすか？

他、どうですか？会 長

前文から今までいろいろ激しい議論があったと思うんですけど、法委 員

の解釈に関して付属のというか解説文付けるかどうかという話があっ

て、 月中旬に市民にセミナーして 月中旬に団体向けに説明という1 2
ところにも解釈文を付けるんであれば今年の 月にはある程度、解12
釈文を出してもらいたいなっていう、基本条例と解釈文の一対でパブ

コメという。

パブリックコメントでは一対というのが普通ですわね。会 長

それやったらやっぱり来月に見させてもらいたいなと。委 員

徹夜しても間に合わんの。委 員
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ええ時期ではあるけどな。作業量がしんどい。最初に解説文作って会 長

ましたやん？あのへんでええんちゃう？

別にいいんじゃないですか、完璧じゃなくても。委 員

うん。荒っぽいもんでもええと思う。会 長

ねっ、考え方だけが分かれば。委 員

できる範囲にしとこうや。委 員

そんなに難しい条文てのは、わずかしかないと思うんです。ほとん会 長

ど実際に読み下していったら、だいたい分かりますやん。だからちょ

っと解釈ここのとこきちっとしとかなあかんなというのは、概ね全体

の3分の1か4分の1程度やと思うんですね 「ここで言ってる○○は。

△を指します」とかね、言うとかないかんのは、例えば今さっきのち

「 」 「 、ょっと言葉引っかかられて当然と思う 処分 という言葉も なんや

首を切るような 、ここで言う「処分」というのは行政法学でいう行」

政行為イコール行政処分ということに準じて処分と言ってますと説明

したらいいわけや。

来月にそれを出せと言われるときついです。事務局

そしたらパブコメ以前の段階での報告会程度のところで出していた会 長

だくようにお願いしますわ。はい、そうだと思います。私もパブコメ

に出す時は解説文付いてる方が市民も答えやすいと思います。

はい、他にございませんか？よろしいですか？

はい、それでは一旦ここで議論を打ち切ります。12月段階でこれを

ですね、最終成案とするかどうかもう一度ですね、皆さんの最終的な

ご意見をいただいて完全成案としたいと思います。で、今も話に出て

きましたように解説文は、12月段階ではちょっと無理なようですけ

ども、パブリックコメントに付する以前にこの委員会の方に解説書付

きでご報告いただけるということです。それからその報告は文書の配

布でも構いませんが議会上程までには１回こういう形で全員、集まっ

て市長との意見懇談会を持ちたいということが皆さんのご要望だって
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ことでお伝えいただけますか。それでは本日、大変、実りのあるご議

論でした。

一つだけすいません。あのぅ、毎回毎回、議会で総務常任委員会の事務局

ところでこの策定委員会の進捗を報告してます。で、次の12月議会

の総務常任委員会で進捗を報告するんですけども、もうこの段階で一

応、今日お示ししたものができておりますんで、全文をコピーして総

務常任委員会に配りたいと思います。配って報告ですけど、こういう

形でできましたということで、議会にこの素案というか原案、それを

出して、それなりの報告だけはしたいなという風に思っておりますの

で、それだけ報告しておきます。

はい。ありがとうございます。なお、副会長からもお話がありまし会 長

、 。たように この条例ができあがるということが仕事の終わりではない

実はこの条例ができた後、この条例にそぐわないような仕組み、ある

いはルール・慣行は残っていないのかということの総ざらいチェック

をしていただかなくてはなりません。なぜならば最高規範ですから。

ですのでそれに基づく条例の点検、あるいは参画協働システムの開発

あるいは徹底、この審議会・審査会等の資料についてもですね、これ

副会長からご指摘があったんですが、一般公募ありが4委員会しかな

いけれども他に一般公募入れられる委員会たくさんあるはずではない

のかという風なことも全部点検していただくことになります。それか

ら各条文ごとに委任規定になっております個別条例も作っていただか

なくてはなりません。で、その個別条例を作るにあたってはですね、

各担当部局の方でまた再び一般公募による条例策定員会が作られるか

もしれません。つまり、仕事は無限にいやっというほど広がっていく

のですね。そのことを皆様方はご理解いただいた上で行く末を見守っ

ていただきたいと思います。で、ずぅっと関わりたいというお気持ち

も私は非常にありがたいと思うんですけども、大和郡山にとって、実

は末広がりに仕事は広がっていくんですということで、ある意味でで

すね、皆様方それぞれがどれかの委員にまた応募していただいたら、

まだまだ関わりを持っていくことはできると思いますので、もうあと

一息ですのでがんばっていきたいと思います。じゃぁどうもありがと

うございました。

以下余白


